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被災地出張所相談件数10,000件突破

～「法テラス南三陸」開所から２年、変わらぬ需要～
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東日本大震災で特に被害の大きかった沿岸部であり、いわゆる司法過疎といわれていた地域に法テラス初の

被災地出張所として「法テラス南三陸」が開所して10月2日で2年になります。今でも法テラス南三陸をはじめと

する被災地出張所では相談の需要が強く、被災地にはまだ様々な問題が残っており、法的支援の必要性が高

いことがわかります。
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法テラスの被災地出張所

法テラスの被災地出張所は現在では被災3県（岩手・宮城・福島）に合

計7ヶ所まで増えました（右図参照）。被災地出張所（計7か所）全体での

法律相談件数は本年7月末時点で約7,500件、司法書士・行政書士・税理

士等の専門家による相談も含めると約10,000件にも上ります。

南三陸の現状

・震災で妻の両親が亡くなった。亡父名義の動産・不動産を夫名義にしたい。

・震災で債権回収に必要な書類が流された。債務者に支払いを求めることができるか。

・住宅が津波で流された。住宅ローンが残っている。建物がなくなっているのに、支払いをするのが納得できない。

＝法律相談事例＝＝法律相談事例＝＝法律相談事例＝＝法律相談事例＝

（司法・法曹記者クラブ（東京）、宮城県政記者クラブで投げ込みを行っています）

もともと弁護士のいない司法過疎地域に設置された法テラス南三

陸での本年7月末日までの法律相談件数を見ると、件数に落ち込

みは見られず、開所から2年経った今でも法律相談の需要は根強

いものがあると考えられます。相談の内容は開所当時は建物の損

壊等、地震・津波の被害に直接絡む相談が多かったのですが、月

日が経つにつれ損害賠償、相続などの家庭問題、二重ローンなど

様々な問題が出始め、最近では離婚や養育費、消費生活相談、い

じめの問題、復興に伴う詐欺まがいの悪質商法被害等々について

の相談が増加してきています。

法テラス南三陸・法律相談件数



被災地出張所では、法律相談の他に司法書

士・行政書士等の各分野の専門家による無料

相談も行っています。中でも、南三陸は被災

地出張所で唯一「女性相談（内閣府男女共同

参画局との連携事業）」を行っています。法テ

ラス南三陸の職員は仮設住宅等を回り被災

者の方と直接触れ合う中で女性へのケアの必

要性を感じています。

（司法書士） ・津波で土地の境界杭が流され、不動産等の権利書も流された。どうすればよいか。

（税理士） ・死亡した姉の相続（生命保険・預貯金）が発生。相続税はどのようになるのか。

（社会福祉士） ・生活保護を受給していた。震災義援金が入り収入認定され生活保護打切りとなった。

（社会保険労務士） ・震災で解雇になった。会社を設立したいが社会保険加入についてはどうすればよいか。

（女性相談） ・震災で家は流され仮設住宅に入居中。夫の女性問題・借金・酒乱を理由に離婚をしたい。

司法からのアクセス

これまでの法テラスの相談は「相談があれば来てください」という受け身の姿勢でした。法テラス南三陸では、菊田主幹を

はじめ職員が被災者の方々に会いに行き、飛び込んで行きました。東北の被災地の現場では「司法へのアクセス」から

「司法からのアクセス」へともいうべき変換が必要だったのです。

法テラス南三陸・専門家による相談件数
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法テラスが開所して2年になりますね。

当初、町民は「法テラスってなにっさ」と

いう感じでしたね。南三陸町では、一人

でも多くの方にお悩みを相談して頂きた

い為に、防災行政無線広報や法テラス

作成の「季刊ニュース」を南三陸町の広

報誌と合わせて全戸配布にご協力をさ

せて頂いています。今では、法テラスの

存在感が非常に高まりましたね。高台移

転工事や土地の買い上げで相続などの

問題が多く発生しています。法テラスは、

これからが相談の正念場になるのでは

ないでしょうかね。

地域の方からの声

法テラス南三陸・菊田主幹の話法テラス南三陸・菊田主幹の話法テラス南三陸・菊田主幹の話法テラス南三陸・菊田主幹の話

開所当初、「法テラスはなにっさ」という方で

いっぱいでした。これではダメだと、各戸訪

問でPRをしました。それから2年。今では、

多くの方が「法テラスさ行ったほうがいい

よ」と法テラスの応援団になりました。あり

がたいものです。
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法法法法テラスの利用者（テラスの利用者（テラスの利用者（テラスの利用者（60606060代・男性）代・男性）代・男性）代・男性）

出張所を初めて利用した時は、恐る

恐る行きました。ところが、事務所に

入るなり事務員の方の明るさと気遣

いで、緊張していた気持ちが一変し

楽になりました。弁護士や司法書

士・税理士の先生方もとても親切で、

すごく役に立ちました。法テラスは、

気軽に話せんだね。こんなにいいん

では、皆さ教えねば、と思っています。
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法テラス南三陸の外観

法テラス南三陸の職員

法テラス職員による各戸訪問の様子


